
 

 

 

神奈川県電子電気機器健康保険組合  殿 

 

 

「給与収入のみ」である旨の申立書 

 

現在の収入について、給与収入以外の収入 （注 1）は一切なく、   

「給与収入のみ」であることを申し立てます。 
 

（注 1） 年金収入（老齢・障害・遺族・共済・年金基金・企業年金・恩給  等） 

自営業・農林漁業・利子・不動産・配当収入  等  

 

以下の内容等に該当し収入限度額を超過した場合には被扶養者

削除の手続きを行います。 
 

・ 雇用契約内容の変更等により年間収入の見込み額が変更となった 

・ 給与収入以外の収入（注 1）が発生した 等  

 

労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合

には、その都度、内容がわかる書面等を提出します。 

 

 

 

上記のとおり申し立てます。 

令和   年   月   日 
 

認定対象者氏名 

 

この申立書は、収入に関する証明書として「労働条件通知書（雇用契約書）」（写）

を添付する場合に、「給与収入のみ」であることを申し立てる書類です。 

 


